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軽減を図りながら、次の２通りの体制で、部活

動の地域連携・地域展開を進めていま

す。取り組み内容は、市ホームページ

に掲載しています。

地域連携・地域展開

部活動の地域連携・地域展開の体制は２通り

【問い合わせ】 教育委員会学校教育課（☎41-3146)

音楽愛好会（ポラーノの広場）が花巻中学校吹奏楽部を指導する様子音楽愛好会（ポラーノの広場）が花巻中学校吹奏楽部を指導する様子

スポーツ少年団や競技団体などの地域の
多様な団体が主体となり、団体の指導者
がクラブ活動を指導します

中学校が主体となり、教員に代わって地域の指
導者が部活動を指導します

単独型

　単独の中学校で活動

します。

合同型

　部員が少ないまたは

指導者がいない場合

に、複数の中学校が合

同で活動します。

拠点型

　自分の中学校に入り

たい部活動がない場合

に、入部したい部活動

がある中学校を拠点と

し、複数校から部員が

集まり活動します。

地域連携型学校部活動 地域クラブ活動

■中学校の部活動を取り巻く状況

　中学校の部活動は、生徒の自主性、自発的な学び

の場として大きな役割を果たしています。しかし、

少子化の影響により学校単位での維持や生徒の多様

なニーズに応えることが難しくなっているほか、教

員の部活動に対する負担軽減も求められています。

　国では、中学校の部活動の地域連携・地域展開に

ついて、令和13年度末までに実施することを目標に

重点的に取り組むこととしています。

■市の取り組み状況

　市では、指導者や活動場所の確保、保護者の負担

人材バンクに登録してみませんか

　指導者の確保のため、人材バンク

を開設し、中学生にスポーツなどを

指導できる人を募集しています。

中学校部活動の

を進めています

※地域クラブ活動などについて、詳しく

　は市ホームページをご覧ください

市内中学校部活動の地域連携・地域展開の推移

◦�地域連携…地域の指導者が生徒を指導した

り複数の学校が合同で活動したりすること

◦�地域展開…学校主体の部活動から、地域主

体で活動する体制へと展開すること

地域連携・地域展開ってなに？

　　　　項目 R7.6 R8.6

➊ 地域連携型学校部活動 39部 57部

単独型 37部 52部

合同型 ２部 ５部

➋ 地域クラブ活動 18団体 28団体
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通行料、航空賃）

※�タクシーを利用する場合は、片道２㌔㍍以

上とし、市内での利用分に限る

◦�宿泊費…市外に居住する大学生などが市内

の宿泊施設を利用する場合に要した経費

※１泊当たり５千円を上限

◦�企画旅行費…旅行会社が企画するパック旅

行商品の利用に要した経費

※�インターンシップの参加に必要な最小限の

経費として認められるものに限る

■�申請方法　オンラインまたは

本館商工労政課へ提出

不妊治療費の一部を助成

“ふたりの妊活”を応援します

■�対象

　不妊治療期間に本市に住民登録がある夫婦

（ ▼事実上婚姻関係にある夫婦 ▼夫婦のいずれ

かが住民登録している場合―を含む）

■対象の治療費

　医師が必要と認めた、一般不妊治療、生殖補

助医療、男性不妊治療

※�医師が必要であると診断した保険適用外の

治療費や検査費も助成の対象です

■申請方法

　治療が終了したら、領収書や医師が発行す

る「花巻市不妊治療支援事業医療機関受診等

証明書」などの必要書類を添えて、こども家庭

センターへ申請

※�申請の受付は個別に対応します。事前にこ

ども家庭センターにご連絡ください

■申請期限

　治療期間終了から６カ月を経過する月の末日

種類 助成回数 助成額

一般不妊治療
１年度につき
１回

１回の申請につき最
大10万円

◦生殖補助
　医療
�◦男性不妊
　治療

妻が40歳未満…
１子につき６回
まで
妻が43歳未満…
１子につき３回
まで

生殖補助医療…１回
の申請につき最大10
万円
男性不妊治療を併せ
て行った場合…１回
の申請につき最大
５万円を加算

■助成回数・助成額

【������問い合わせ・申請】��こども家庭セ

�ンター（緯41-3609、緯41-3500）

※妻の年齢は、治療開始日時点です

　申請に必要な書類

など、詳しくは市

ホームページをご覧

ください。

インターンシップに参加する大学生などを応援

インターンシップ助成金

　市では、大学生などが市内事業所でイン

ターンシップ（就業体験）を行う場合の交通

費・宿泊費などを助成しています。

■�対象　次の要件を全て満たす市内事業所で

インターンシップを行った大学生など

◦就業体験の機会の提供を目的としていること

◦実習内容などが明確に定められていること

◦労働関係法令が順守されていること

■助成額　１人当たり上限２万円

■対象経費

　経済的かつ合理的と認められる経費が対象

です。

◦�交通費…居住地からインターンシップを行

う市内事業所まで、または居住地から宿泊

地を経由し、インターンシップを行う市

内事業所までの往復に要した交通費（鉄道

賃、船賃、バス賃、タクシー代、有料道路

【問い合わせ】

��本館商工労政課（☎41-3536）

　申請様式などは、市ホーム

ページに掲載しています


